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訓練に関する申し入れで、なぜ

会社は明らかにしないのか？
乗務員の皆さん、訓練がだんだんと増え、長くなり、しかも待ち時間が長いと感じてい

ませんか？現在の運転士の一日平均労働時間は、７時間09分（４区平均）と会社は明ら

かにしています。しかし、この中に訓練時間を何時間分算入しているのか会社は明らかに

しません。また、年間の訓練は予め決まっており、勤務発表時に訓練が入っていれば、た

とえ月２回の訓練であったり２時間以上の訓練であっても超勤の整理は月間積算（１項超

勤）にしているとも言っています。ならば、年間で予め決まっている訓練時間を全て一日

平均労働時間に算入すべきではないでしょうか？

乗務員の勤務は、一日７時間と決まっています。しかし、行路作成上７時間ぴったり作

成することは出来ないので、超勤前提交番とし、かつ、一日平均労働時間が７時間15分

を超えないように作成することが労使で確認されています。しかし、訓練時間全てを一日

平均労働時間に算入してしまうと、７時間15分を超えてしまうかもしれません。反対に

算入しなければ、乗務の時間を増やせることになってしまいます。

つまり、一日平均労働時間をごまかされ、しかも、一日平均労働時間に算入されていな

い分の訓練時間が生の超勤（２項超勤）としても整理されないのは着々と効率化がされて

いるということです。
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